
食品中の放射性物質の食品中の放射性物質の
基準値について基準値について

スライド上映版（平成２６年１月）

食品安全にかかるリスク分析（アナリシス）

食品安全委員会 厚生労働省、農林水産省
消費者庁 等

リスク評価 リスク管理
・機能的に分担
・相互に情報交換

消費者庁 等

リスク評価 リスク管理

食べても安全かどうか 食べても安全なように
調べて、決める

食べても安全なように
ルールを決めて、監視する

消費者庁が調整消費者庁が調整

■ リスク ミ ニケ シ ンの重点的展開■ リスクコミュニケーションの重点的展開

＜これまで＞

省庁（食品安全委員会 厚生労働省 農林水産４省庁（食品安全委員会、厚生労働省、農林水産

省、消費者庁）連携による大規模なシンポジウム形

式から、福島県庁などの自治体との連携によるセミ

ナー等 様々な形態による集会を各地で開催ナ 等、様々な形態による集会を各地で開催。

説明会開催数 23年度 24年度
25年度
（12月末現

合計

（12月末現説明会開催数 （ 月 現
在） 在）

意見交換会等の
リスクコミュニ
ケ シ ン

45 175 73 293
ケーション

コミュニケーター養
成研修

― ― 29 29

＜今年度＞

これまでの取組みに加え、生活に身近なミニ集会を開催

→ そのための、コミュニケーター養成コミュニケーター養成（全国２千人規模）に取組む。

（参考）

食の安全

（参考）



食品中の放射性物質について食品中の放射性物質について

１１ 基準値のあらまし基準値のあらまし１１ 基準値のあらまし基準値のあらまし

２ タリング検査の概要２ モニタリング検査の概要

３ 食卓への影響の実態

Ｑ１２ 食品中の放射性物質の基準について、知っている
ことや思っていることを教えてください （複数回答）（Ｎ＝5176）
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１mSv／年100mSv／生涯 ＞ １mSv／年100mSv／生涯

・おおよそ100ｍＳｖ以上で

＞

おおよそ100ｍＳｖ以上で、
健康への影響が見出されは
じめる。

（通常の生活で受ける
自然放射線や医療行為によ自然放射線や医療行為によ
るものを除く）

・基準値は、食品からの受け
る放射線量が年間１ｍSｖを超

（１４）

えないように設定。 （CODEX
の見解に準拠）

現在の食品中の放射性物質の基準値は以下のとおりです。

ＷＨＯＷＨＯ
指標

小児へ
の配慮配慮

（1５）



基準値に多く寄せられる質問

１ セシウム以外の核種は ？１ セシウム以外の核種は ？

２ 般食品100Ｂｑ/kgの根拠は？２ 一般食品100Ｂｑ/kgの根拠は？

（参考）

セシウムの基準の考え方

・ストロンチウム
ルテ ウム

他の核種が入り込んでも食品からの追加被ば
が・ルテニウム

・プルトニウム
くが年間１ｍＳｖを超えないよう、寄与率を考慮
し、予めセシウムの基準を余裕をもって決定追

加
線

放出された核種の大部分を占め
るセシウムを代表させ設定

量
全
体
（年

セシウム

年
間
１
ミ
リリ
シ
ー
ベ
ル

基準はセシウムで設定しているが、考慮して
いる核種は東電福島原発から放出された核
種のうち半減期が１年以上の全ての核種ル

ト
）

種のうち半減期が１年以上の全ての核種。

（参考）

基準値に多く寄せられる質問

１ セシウム以外の核種は ？１ セシウム以外の核種は ？

２ 般食品100Ｂｑ/kgの根拠は？２ 一般食品100Ｂｑ/kgの根拠は？

（参考）

基準値は、食品から追加的に受ける放射線量が年間１ｍSｖを基準値は、食品 ら追加的 受ける放射線量 年間 を
超えないように設定されています。

全体で １mSv／年 ＞

（１４）



基準値上限の飲料水を1年間摂取した場合

1mSv
食

（飲料水の基準値上限） 10Bq（ベクレル）/kg
×

（標準的な飲料水摂取率） 2 /日（2 /日）
食
品
か
ら
受

（年
間
１

（標準的な飲料水摂取率） 2L/日（2kg/日）
×

（１年間摂取した場合） 365日
×0.9mSv

飲料水以外のもの
（一般食品・乳幼児食品・牛乳）

受
け
る
追
加

１
ミ
リ
シ
ー

×
（実効線量係数）

＝

年間約0 1 S （ミリシ ベルト）

0 1mSv

加
線
量
の
総

ー
ベ
ル
ト
）

年間約0.1mSv（ミリシーベルト）

飲料水以外で許容される上限

※ コーデックスの飲料水ガイドラインレベル

飲料水

0.1mSv総
量

飲料水以外で許容される上限

（１ｍSv－約0.1ｍSv）

約0 9 mSv

（１６）

約0.9 mSv

全体 年全体で １mSv／年
1mSv

食
品

0 9 S

品
か
ら
受

（年
間
１
ミ 0.9mSv

飲料水以外のもの
（一般食品・乳幼児食品・牛乳）

け
る
追
加

ミ
リ
シ
ー
ベ

0.1mSv

加
線
量
の
総

ベ
ル
ト
）

飲料水

0.1mSv総
量

（１６）

基準値は年齢、性別も考慮し、定めています。

年齢区分別の食品の摂取量と放射性物質の人体に与える影響を考慮し、年齢区分・男
女別の限度値を割り出す その中で 最も厳しい限度値を基に 般食品の「基準値１０

基準値は年齢、性別も考慮し、定めています。

女別の限度値を割り出す。その中で、最も厳しい限度値を基に、一般食品の「基準値１０
０Ｂｑ/kg」を定めた。

（１７）

基準値は年齢、性別も考慮し、定めています。

量、割合及び線量係数

0.3
許
容
ささ
れ
る
濃濃
度

約0 9 S

0.3

約0.9mSv
0.9mSv

0.3

（参考）



全ての核種＝120Ｂｑ/kg → セシウムとして100Ｂｑ/kg

追加被ばく（年間 約０．９ｍＳｖ）

（参考）

食品中の放射性物質について食品中の放射性物質について

１１ 基準値のあらまし基準値のあらまし１１ 基準値のあらまし基準値のあらまし

２２ タリング検査の概要タリング検査の概要２２ モニタリング検査の概要モニタリング検査の概要

３ 食卓への影響の実態

Ｑ１３ 食品中の放射性物質の検査の情報について、知って
いることを教えてください （回答はいくつでも）（Ｎ＝5176）
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食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部（本部長：内閣総
理大臣）が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方
（平成25年3月19日改正）」を踏まえ、厚生労働省が示した「地方自治体の検査
計画」に基づき、各都道府県で実施されています。

象○ 対象自治体

（１） 対象自治体：１７都県
（マダラについては 北海道も対象とする ）（マダラについては、北海道も対象とする。）

（２） 品目：野菜類、果実類、きのこ・山菜等、畜産類、
野生鳥獣類、穀類、豆類、茶、海産魚種、
内水面魚種等

（２０）



○ 検査対象品は、野菜・果実・きのこ・
山菜類・肉・水産物等

過去５０Ｂｑ/kg超・・・週１回

特特に…

１ 乳・牛肉等（飼養管理の影響を受けるもの）

乳・・・２週間に１回以上

肉・・・３ヶ月に１回程度肉 ３ヶ月に１回程度

２ 水産物…週１回程度

３ 出荷制限を解除されたもの３ 出荷制限を解除されたもの

（２０）

食品中の放射性物質に関する検査の手順食品中の放射性物質 関する検査の手順
■ 精密な検査と、効率的な検査を組み合わせて実施

・精密な検査：ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

・効率的な検査：ＮＡＩシンチレーションスペクトロメータ等を効率的な検査：ＮＡＩシンチレ ションスペクトロメ タ等を

用いた放射性セシウムスクリーニング法

５０Bq/kgを
100Bq/kgを 上まわる 基準値超過と確定

ＮＡＩ

上まわる
ゲルマ
ニウム

適合食品 ⇒ 流通へ

適合食品 ⇒ 流通へ （参考）

原子力災害対策特別措置法(原災法)に基づく指示
地域的な広がりが確認された場合に「出荷制限」場 限
著しく･濃度の値が検出された場合は「摂取制限」

食
品
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災
法
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基
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に
査 は

法
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理

基
づ

限 基
づ

限

（２４）

基準値を
超えた場合

地域的な
広がりが確認

著しく高い
値が確認

※１･･･平成２４年産米のデータ

（参考）

※１ 平成２４年産米のデ タ

※２･･･栽培されているもの以外の、野生きのこや野生の山菜類で多いことが分かっています。

※３･･･平成２３年度の17.2%から減少傾向にあり、超過するほとんどは、底層の海産魚や

天然の淡水魚です。



平成２５年１２月９日（月）公表は、１，８９９件の検査結果。（厚労省発表）

※ 基準値超過 （０件）

（参考）

平成２５年１２月 ９日（月）現在、１，８９９件の検査結果。（厚労省発表）

主な 荷制限食 福島 外

岩手県 野生きのこ、こしあぶら、原木ナメコ、大豆、ソバ、クロダイ、スズキ、天然イワナ、シカ肉、クマ肉等

宮城県 野生きのこ 原木シイタケ こしあぶら 大豆 クロダイ スズキ 天然イワナ イノシシ肉 クマ肉等

＜主な出荷制限食品（福島県以外）＞

宮城県 野生きのこ、原木シイタケ、こしあぶら、大豆、クロダイ、スズキ、天然イワナ、イノシシ肉、クマ肉等

茨城県 原木シイタケ、タケノコ、こしあぶら、スズキ、マダラ、ウナギ、イノシシ肉等

栃木県 野生きのこ、原木シイタケ、こしあぶら、クリ、天然イワナ、イノシシ肉、シカ肉等

群馬県 野生きのこ、天然イワナ、天然ヤマメ、イノシシ肉、クマ肉、シカ肉、ヤマドリ肉等

千葉県 原木シイタケ、ギンブナ、コイ、イノシシ肉等 （※淡水魚は手賀沼及び同一水系）

営農作物では ほとんど基準値超過は見られない営農作物では、ほとんど基準値超過は見られない

基準値超は、現時点では、野生のきのこ類、水産物、野生動物等に限定

（参考）

福島県沖モニタリング概要

福島県水産試験場 緊急時 タ グ検査を行 結果を毎週 表 る福島県水産試験場では、緊急時モニタリング検査を行い、結果を毎週公表している。

（参考）

「汚染水」について

‐ 発電所周辺海域の海中放射性物質濃度 ‐

（調査日は８月２０日 ２２日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ｃｓ134 0 054 0 053 0 0020 0 0043 0 0048 ND

（調査日は８月２０日～２２日）

Ｃｓ134 0.054 0.053 0.0020 0.0043 0.0048 ND

Ｃｓ137 0.12 0.11 0.0057 0.0094 0.014 0.0031

全β ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ全β ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

トリチウム 0.47 ＮＤ 1.0 0.41 ＮＤ ＮＤ

ストロンチ
ウム90

‐ ‐ - - - -

（注） 汚染水問題が確認されて（７月下旬）以降 目立った濃度の上昇は（注） 汚染水問題が確認されて（７月下旬）以降、目立った濃度の上昇は
見られない。なお、ストロンチウムは全β核種の概ね５０％程度と想定し、
今回は単独計測はしていない。（ＮＤは、全β：18Ｂｑ以下、トリチウム：0.4
Ｂｑ以下である。）

（参考）

（出典：１０月２１日東京電力提供資料による。）



水産物別の放射性物質濃度の傾向

基準値を超えた検体がなかったか､事故後は基準
値を超えたが 現在では基準値以下のもの値を超えたが、現在では基準値以下のもの

表層の魚(コウナゴ，シラス）

回遊魚（サ シ ザケ）回遊魚（サンマ，シロザケ）

イカ・タコ，エビ・カニ・オキアミ，貝類，海藻類

現在でも基準値を超える検体がみられるもの現在でも基準値を超える検体がみられるもの

底魚（カレイ，ヒラメ）

天然淡水魚天然淡水魚

第二部第二部
食品中の放射性物質について食品中の放射性物質について

１ 基準値のあらまし１ 基準値のあらまし

２ タリング検査の概要２ モニタリング検査の概要

３３ 食卓への影響の実態食卓への影響の実態

■⾷品からの放射性セシウムの摂取量推計 （厚労省調査）
（平成25年3月11日公表）

＜Ⅰ マーケットバスケット方式による結果＞

（北海道） 年間推定線量 ０．０００９mSv
（岩手県） ０．００９４mSv
（福島県 浜通リ地方） ０．００６３mSv（福島県 浜通リ地方） ０．００６３mSv
（福島県 中通り地方） ０．００６６mSv
（福島県 会津地方） ０．００３９mSv

すべて （1mSv/年の１％未満）すべて （1mSv/年の１％未満）

＜Ⅱ 陰膳調査による結果＞陰膳調 結果

（北海道） 年間推定線量 ０．００１３mSv
（岩手県） ０．００３５mSv（岩手県） ０．００３５mSv
（福島県） ０．００２２mSv
（栃木県） ０．００３０mSv
（茨城県） ０ ００３９mSv（茨城県） ０．００３９mSv

すべて （1mSv/年の１％未満）

（４６）

消費者・生活者が主役となる消費者 生活者が主役となる
安全・安心社会の実現をめざして

（参考）


